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＊内閣府男女共同参画局

・男女共同参画の視点からの防災・復興の対応について（8月5日）
http://www.gender.go.jp/pdf/saigai_22.pdf
＊厚生労働省

・政策レポート（児童虐待関係の最新の法律改正について）（8月1日）
児童虐待関係の最新の法律改正について
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2011/07/02.html
＊文部科学省
・平成22年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果について（8月4日）

調査項目（1）暴力行為（国公私立小・中・高等学校）
（2）いじめ（国公私立小・中・高・特別支援学校）
（3）出席停止（公立小・中学校）
（4）小・中学校の不登校（国公私立小・中学校）
（5）高等学校の不登校（国公私立高等学校）
（6）高等学校中途退学等（国公私立高等学校）
（7）自殺（国公私立小・中・高等学校）
（8）教育相談（都道府県、指定都市、市町村教育委員会）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/08/__icsFiles/afieldfile/2011/08/04/1309304_01.pdf
≪関連記事≫

＊毎日新聞（8月29日）

いじめ：複雑・潜在化進む　昨年度、認知件数が初めて増加
　◇調査実施率向上が影響／「氷山の一角」の声も

　文部科学省が今月４日発表した１０年度問題行動調査で、いじめの認知件数が増加した。現行の調査方法となった０６年度以降初めてで、同省はアンケート調査の実施率向上を主な要因と見る。だが、いじめは潜在化しており、学校からは「判明したのは氷山の一角」との声が上がる。【喜屋武真之介、勝野俊一郎、田中博子】

　■自殺の衝撃

　今回の問題行動調査では、国公私立小中高校などでいじめアンケート実施率が６５・９％から９０・４％に大幅に上昇した。昨年全国で相次いだ子供の自殺が実施率を押し上げた。

　群馬県桐生市では１０月、小６の上村明子さん（当時１２歳）が自殺した。学校側は当初、いじめを否定していたが、再調査でいじめの事実を認めた。県はこの問題を重く受け止め、事件後、県立、市町村立の全５９３校でアンケートを毎月実施。この結果、国公私立の県全体の実施率は０９年度の７８・９％から９５・８％に上がった。また、上村さんのシグナルに気付けなかった背景に、学級崩壊状態があったことも判明した。県教委は教諭を対象に学級崩壊に関するアンケートも実施。現場の実態が少しずつ共有されつつある。

　■アンケート効果

　一方、１０００人あたりの認知件数が２７・６件と、３年連続で全国最多だった熊本県。文科省の指示よりも前の０６年度から、アンケートによる実態把握に取り組んできた。きっかけは、同年に県内の消印のある「いじめ自殺予告はがき」が文科省に届いた“事件”だった。件数の多さは事態の深刻さを想像させるが、いじめの解消率も全国トップの９７・２％だった。県教委は「担任教諭が気づかない子供のＳＯＳを浮かび上がらせることができている」と、敏感な対応姿勢を自負している。

　むろんアンケート調査にも課題はある。熊本市立小学校に勤務する５０代の女性教諭は「無記名といっても、いじめ相手に『告げ口した』と思われるのを気にして言い出せない子供もいる。教師と子供の信頼関係が大切だ」と話す。

　■実態は潜在化

　さらにアンケート調査だけでは把握しきれないほど、いじめの実態の複雑化と潜在化は進んでいる。

　アンケート実施率が公立小３６・７％、同中５５・３％からともに１００％となった大阪府。認知件数は小中ともに０６年度から減少し続け、１０年度は前年度比１６８件減の１７４４件で、０６年度（３５５９件）からはほぼ半減した。府教委は「スクールソーシャルワーカーの配置など組織的な取り組みの成果が出てきた」と手応えを示すが、府内のある市教委幹部は「人員の配置は対症療法で、今の成果は『水もの』と見るべきだ。実態は見えにくくなっている」と警鐘を鳴らす。

　問題を複雑化させる要因は、家庭の不安定さ。大阪は生活保護受給率が全国一高く、ある市立小の男性教頭（５０）は「貧困など生活環境が不安定な『しんどい家庭』の子は、いじめの被害者にも加害者にもなりやすい」と指摘し、子供だけでなく保護者にも目を向けるようにしているという。

　さらに、携帯電話の普及が子供たちに新たないじめの場を提供した。「学校裏サイト」など携帯電話で利用できるネット世界で、特定の子供の嫌がる写真を投稿したり、書き込みで集中的に攻撃しながら、学校生活ではそぶりも見せない。

　また、今回は東日本大震災で大きな被害を受けた３県（岩手、宮城、福島）のデータは含まれていない。文科省の調査では、この３県から転校などをした児童生徒や幼稚園児は５月１日時点で約２万人に上るが、避難先で誰にも相談できないまま耐えているケースがあると危惧されている。

　■意識改革も必要

　いじめ発見のため、学校側の意識改革を求める意見もある。ＮＰＯ法人「全国いじめ被害者の会」（大分県佐伯市）代表の大沢秀明さん（６７）は９６年、当時中学３年だった四男秀猛（ひでたけ）さんをいじめを苦にする自殺で亡くした。加害者の同級生２人は恐喝罪で書類送検されたが、学校側を相手取った民事裁判では、自殺を予測する学校側の予見可能性は認められなかった。大沢さんは、教師はいじめがあってもけんかやトラブルとして扱い「仲良くしなさい」となだめているのが現実だと言い、「『悪いことは悪い』としかるのが真の教育。いじめた子には厳しく措置して更生に導かないと、被害者も加害者も救えない」と訴える。http://mainichi.jp/life/edu/news/20110829ddm013100207000c.html
＊朝日新聞（8月4日）

いじめ把握数、前年度比２５００件増　調査徹底で急増
	


　２０１０年度に全国の学校が把握したいじめの件数は７万５２９５件と、前年度より２５１７件増えた。文部科学省が４日に発表した児童生徒の問題行動調査の結果で明らかになった。いじめそのものが増えたのではなく、実態把握が進んだ結果だと文科省はみている。 

　文科省が全国の教育委員会から報告を受けて集計した。対象は全国の国公私立の小中高・特別支援学校。今回の調査は東日本大震災で被害が大きかった岩手、宮城、福島の３県が除かれており、実際の件数はさらに多かったと考えられる。 

　この調査では従来、年度や都道府県によって件数のばらつきが大きかった。文科省は「実態把握が不十分」とみて、昨年９月、すべての学校でいじめに関するアンケートを実施させるよう、都道府県教委に指示。翌月に群馬県桐生市で小６女児が自殺したのを受け、再度徹底した。その結果、アンケートの実施率は小中高とも前年度より１７～２９ポイント上昇し、小中では９割を超えた。

http://www.asahi.com/national/update/0804/TKY201108040872.html
＊読売新聞（8月4日）
いじめ、昨年度2517件増・・・調査で実態把握か

文部科学省は４日、全国の小中高校、特別支援学校を対象とした２０１０年度の「児童生徒の問題行動調査」の結果を発表した。

　学校が把握したいじめは前年度から２５１７件増の７万５２９５件となり、同省がいじめの定義を変更した０６年度以降では初めて増加した。群馬県桐生市で昨年１０月、いじめを受けていた小６女児が自殺したことなどから、いじめ把握のための児童生徒へのアンケートを実施した学校が前年度から２４・５ポイント増加して９０・４％となり、実態の“掘り起こし”が進んだとみられる。

　調査によると、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の３県を除く全国３万７１８３校の４割を超える１万５６７５校でいじめを把握した。児童生徒１０００人あたりでは５・６件（前年度５・１件）だった。被災３県では、０９年度把握されたいじめは２４０７件で全体の３・３％だった。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20110805-OYT8T00644.htm
＊産経新聞（8月4日）

いじめ増加に転じる　文科省「掘り起こし進んだため」

小中高校などで平成２２年度に、いじめを認知した件数は震災の影響で統計がない岩手、宮城、福島の３県を除いても７万５２９５件で、現行の調査方法となった１８年度以降の減少傾向から初めて増加に転じたことが４日、文部科学省の「問題行動調査」で分かった。文科省は「いじめが増えたのではなく、掘り起こしが進んだため」としている。
　文科省は、群馬県桐生市の小６女児がいじめを受け昨年秋に自殺したことなどを受け、アンケートの徹底を通知。実施率は昨年度から２４・５ポイント増え９０・４％に上った。ただ実施方法は各校で異なるため認知件数はばらつき、千人当たりでは熊本県が２７・６件で最多で最小は佐賀県の０・６件と４６倍の開きがでた。いじめが「解決した」と答えたのは７９・１％にとどまった。

　高校生の不登校も５万３０８４人で、被災３県を除いても前年より増加した。

＊警察庁

・犯罪統計資料（対前年同期比較）（1月～7月）（8月11日）
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001033991&cycode=0
・児童が使用する携帯電話に係る利用環境実態調査結果について（8月25日）

都道府県別の児童が使用する携帯電話に係るフィルタリングの利用状況やフィルタリングの必要性、重要性についての保護者の認識・理解の普及浸透状況を確認し、フィルタリングの普及促進のための、効果的な方策の検討に資することを目的として、平成23年２～４月の保護者に対する広報啓発活動の機会に併せて実施したもの。

○ フィルタリングの利用（及びインターネットが使えない機種・設定）は、小学生約76％、中学生約67％、高校生約52％であるが、上の学校種になるほど途中解除が増加している。
小学生、中学生のフィルタリングの利用は、都道府県間で明確な差は認められなかったが、高校生については都道府県間で明確な差が認められた。
○ フィルタリングを利用しない理由として、子どもを信用していることを挙げた保護者が約半数に上り、特に必要を感じていない保護者も23.4％いる。
○ フィルタリングを途中で解除する場合の理由として、子どもから頼まれたことを挙げた保護者が57.3％に上る。
○ 保護者の９割近くは、携帯電話購入時に、子どもが使用する旨を販売業者へ申し出ている。
○ 販売業者からフィルタリングの説明を受けた保護者は、小・中・高いずれも６割台に止まっている。
○ 保護者の８割以上がフィルタリングについて概ね知っていたが、明確に知っている保護者は５割強に止まり、全く知らない保護者も12.7％に上っている。

＊毎日新聞

・居所不明小中生：孤立の母子に支援課題　ＤＶなどで大幅増（8月4日）
　居所不明児が１１８３人に上るとした文部科学省４日発表の学校基本調査。虐待、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）、貧困……。過酷な環境にある子供をどう見つけ、支援の手を差し伸べるかが大きな課題として浮かび上がった。【後藤豪、反橋希美、平野光芳】

　ＤＶ被害者や経済的に困窮する母子世帯を数多く受け入れている近畿の母子生活支援施設では数年前、４０代後半の母親と小学１年の長男が突然、行方不明になった。

　母子は住む家もなく、行政の窓口を頼って入所。当時、長男は通学していなかった。施設に入って生活は安定したかに見えたが、母親は生活費の使い道などを巡って職員らと度々トラブルになった。結局４カ月後、長男を学校に迎えに行き、そのまま所在不明に。部屋には衣服や食卓が残ったまま。施設の職員は「親が周囲とのつながりを断つと、子供も行方が分からなくなる。笑顔で遊んでいたあの子はどこに行ったのか……」と案じる。

　「そういう人は何年もここには住んでいませんよ」。埼玉県内の中学校の教頭は０９年４月、訪問先のマンション管理人からこう言われ絶句した。住民登録上、４月に入学する子供がいるはず。だから教頭は２月から家庭訪問を繰り返し、呼び鈴を押し続けた。結局、地元の教育委員会が居所不明と判断。教頭は「住民登録がある以上、いつまでも不明扱いになってしまうのが心苦しい」と話す。

　「『親が子供の利益を代弁している』という教育の前提が既に崩れている」とみるのは児童虐待に詳しい西澤哲・山梨県立大教授（臨床福祉学）。「自治体は（居所不明者の）数字の持つ意味を見失ってしまった。もっと子供に何が起きているのかを、国がきちんと究明すべきだ」と指摘する。

　また社会的弱者の自立支援に詳しい藤木美奈子・龍谷大短期大学部准教授は「貧困や虐待などの過酷な成育歴、精神的な疾患などにより対人関係が築けず、各地を転々とする母子は以前から存在する。負の連鎖を断ち切るため、子供を社会全体で育む仕組みが必要」と話す。

　◇解説　行政は連携して対応を

　「居所不明児」の調査は１９６１年から、文部科学省の学校基本調査の一環で行われてきたが、正確な人数すら把握できないほど形骸化していた。不明になる理由はさまざまだが、子供が生活・学習面で不安定な環境に置かれていることは間違いない。不明児が今どこで何をしているのか。徹底した所在調査をすべきだ。

　最も危険なのは、親の虐待やネグレクトで生死にかかわるようなケースだ。岡山県倉敷市では０２年、「居所不明」だった少女（当時１１歳）が県営団地の一室で餓死しているのが見つかった。母親が行政に不信感を抱いていたとされ、娘である少女とともに住民票を移さずに各地を転々とした。少女は学校にも通わせてもらえず、生活保護などの支援も届いていなかった。

　背景にドメスティックバイオレンス（ＤＶ）被害があるケースも少なくない。父親の追跡を恐れ、子の転校届すら出せないこともある。外国籍の児童が届けを出さずに帰国したり、親が借金苦で夜逃げしたりするなどの理由もあるだろう。

　不明児をなくすためには、学校だけで問題を抱え込むのではなく、児童相談所や警察、入国管理局などとも連携し、情報を共有する必要がある。居住地に子供の姿が見えなかった場合、行政の機敏な対応が求められる。【平野光芳】

http://mainichi.jp/life/edu/child/news/20110805k0000m040112000c.html
・児童虐待：防ごう　都教委が教員用研修テキスト作成　２学期から運用目指す　／東京（8月26日）
　◇２５００校に配布

　都教委は、児童虐待を未然に防ごうと、教員が研修に用いるテキストを独自に作成した。２学期からの運用を目指し、幼稚園、小中高校や特別支援学校計約２５００校に配布する。都教育庁によると全国的にも珍しい試みという。

　都教委は１０年度、児童虐待について教員の研修があるかを全校に調査した。全校が何らかの研修をしていたが、内容に差があった。このため、全教員が効率的に一定の基礎知識を身につけられることを目的に作成した。

　テキストは「児童虐待防止研修セット」。▽定義の理解基本編▽同応用編▽早期発見のポイントチェック▽組織的対応と連携を学ぶ▽関連法規を確認する－－の５項目に分かれている。設問に答えながら対処法や法律を学ぶ形式。各学校の状況に合わせてさまざまな使い方ができるという。

　教育庁指導部の担当者は「児童虐待事件が後を絶たない中、すべての教員が子供たちのちょっとした異変に気付き、虐待を防止できる環境を整えたい」と話している。【柳澤一男】
http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20110826ddlk13100151000c.html
≪関連≫
児童虐待防止研修セットについて（東京都教育委員会）

以下のアドレスで資料を見ることができます。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr110825c.htm
・いじめ：複雑・潜在化進む　昨年度、認知件数が初めて増加（8月29日）
　◇調査実施率向上が影響／「氷山の一角」の声も

　文部科学省が今月４日発表した１０年度問題行動調査で、いじめの認知件数が増加した。現行の調査方法となった０６年度以降初めてで、同省はアンケート調査の実施率向上を主な要因と見る。だが、いじめは潜在化しており、学校からは「判明したのは氷山の一角」との声が上がる。【喜屋武真之介、勝野俊一郎、田中博子】

　■自殺の衝撃

　今回の問題行動調査では、国公私立小中高校などでいじめアンケート実施率が６５・９％から９０・４％に大幅に上昇した。昨年全国で相次いだ子供の自殺が実施率を押し上げた。

　群馬県桐生市では１０月、小６の上村明子さん（当時１２歳）が自殺した。学校側は当初、いじめを否定していたが、再調査でいじめの事実を認めた。県はこの問題を重く受け止め、事件後、県立、市町村立の全５９３校でアンケートを毎月実施。この結果、国公私立の県全体の実施率は０９年度の７８・９％から９５・８％に上がった。また、上村さんのシグナルに気付けなかった背景に、学級崩壊状態があったことも判明した。県教委は教諭を対象に学級崩壊に関するアンケートも実施。現場の実態が少しずつ共有されつつある。

　■アンケート効果

　一方、１０００人あたりの認知件数が２７・６件と、３年連続で全国最多だった熊本県。文科省の指示よりも前の０６年度から、アンケートによる実態把握に取り組んできた。きっかけは、同年に県内の消印のある「いじめ自殺予告はがき」が文科省に届いた“事件”だった。件数の多さは事態の深刻さを想像させるが、いじめの解消率も全国トップの９７・２％だった。県教委は「担任教諭が気づかない子供のＳＯＳを浮かび上がらせることができている」と、敏感な対応姿勢を自負している。

　むろんアンケート調査にも課題はある。熊本市立小学校に勤務する５０代の女性教諭は「無記名といっても、いじめ相手に『告げ口した』と思われるのを気にして言い出せない子供もいる。教師と子供の信頼関係が大切だ」と話す。

　■実態は潜在化

　さらにアンケート調査だけでは把握しきれないほど、いじめの実態の複雑化と潜在化は進んでいる。

　アンケート実施率が公立小３６・７％、同中５５・３％からともに１００％となった大阪府。認知件数は小中ともに０６年度から減少し続け、１０年度は前年度比１６８件減の１７４４件で、０６年度（３５５９件）からはほぼ半減した。府教委は「スクールソーシャルワーカーの配置など組織的な取り組みの成果が出てきた」と手応えを示すが、府内のある市教委幹部は「人員の配置は対症療法で、今の成果は『水もの』と見るべきだ。実態は見えにくくなっている」と警鐘を鳴らす。

　問題を複雑化させる要因は、家庭の不安定さ。大阪は生活保護受給率が全国一高く、ある市立小の男性教頭（５０）は「貧困など生活環境が不安定な『しんどい家庭』の子は、いじめの被害者にも加害者にもなりやすい」と指摘し、子供だけでなく保護者にも目を向けるようにしているという。

　さらに、携帯電話の普及が子供たちに新たないじめの場を提供した。「学校裏サイト」など携帯電話で利用できるネット世界で、特定の子供の嫌がる写真を投稿したり、書き込みで集中的に攻撃しながら、学校生活ではそぶりも見せない。

　また、今回は東日本大震災で大きな被害を受けた３県（岩手、宮城、福島）のデータは含まれていない。文科省の調査では、この３県から転校などをした児童生徒や幼稚園児は５月１日時点で約２万人に上るが、避難先で誰にも相談できないまま耐えているケースがあると危惧されている。

　■意識改革も必要

　いじめ発見のため、学校側の意識改革を求める意見もある。ＮＰＯ法人「全国いじめ被害者の会」（大分県佐伯市）代表の大沢秀明さん（６７）は９６年、当時中学３年だった四男秀猛（ひでたけ）さんをいじめを苦にする自殺で亡くした。加害者の同級生２人は恐喝罪で書類送検されたが、学校側を相手取った民事裁判では、自殺を予測する学校側の予見可能性は認められなかった。大沢さんは、教師はいじめがあってもけんかやトラブルとして扱い「仲良くしなさい」となだめているのが現実だと言い、「『悪いことは悪い』としかるのが真の教育。いじめた子には厳しく措置して更生に導かないと、被害者も加害者も救えない」と訴える。
http://mainichi.jp/life/edu/news/20110829ddm013100207000c.html
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